
     

広
島
県
手
数
料
条
例
及
び
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 
 

広
島
県
手
数
料
条
例
及
び
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 改 

正 

後 
改 

正 

前 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

所
有
者

不
明
土

地
の
利

用
の
円

滑
化
等

に
関
す

る
特
別

措
置
法

（
平
成

三
十
年

法
律
第

四
十
九

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

所
有
者

不
明
土

地
の
利

用
の
円

滑
化
等

に
関
す

る
特
別

措
置
法

（
平
成

三
十
年

法
律
第

四
十
九

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

農
林
水

産
物
及

び
食
品

の
輸
出

の
促
進

に
関
す

る
法
律

（
令
和

元
年
法

律
第
五

十
七
号
。 

以
下
こ

の
項
に

お
い
て 

法
第
十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
輸
出
証
明

書
の
発
行
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

輸
出
証
明
書
発

行
申
請
手
数
料 

八
七
〇
円  

 
 

 

法
第
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
適
合
施
設

の
認
定
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

適
合
施
設
認
定

申
請
手
数
料 

一 

立
入
調
査
を

行
う
場
合 

二

〇
、
九
〇
〇
円 

二 

一
に
掲
げ
る

場
合
以
外
の
場

合 

一
〇
、
四

〇
〇
円 

 
 

 

 



「
法
」

と
い
う
。

） 

 
 

 
 

 
 

 
第
二
条 
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 
正 

後 

改 

正 

前 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

教
育
職

員
免
許

法
（
昭

和
二
十

四
年
法

律
第
百

四
十
七

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

法
第
五
条
第
一
項
及
び

第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
普
通
免
許
状

の
授
与
並
び
に
法
第
五

条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
当
該
免
許
状
へ

の
新
教
育
領
域
の
追
加

の
定
め 

（
略
） 

（
略
） 

教
育
職

員
免
許

法
（
昭

和
二
十

四
年
法

律
第
百

四
十
七

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

法
第
五
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
十
六

条
の
二
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
普

通
免
許
状
の
授
与
並
び

に
法
第
五
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
当
該

免
許
状
へ
の
新
教
育
領

域
の
追
加
の
定
め 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
特
別
免
許
状

の
授
与 

（
略
） 

（
略
） 
法
第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
特
別
免
許
状

の
授
与 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
臨
時
免
許
状

の
授
与
及
び
法
第
五
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
当
該
免
許
状
へ
の

新
教
育
領
域
の
追
加
の

定
め 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
臨
時
免
許
状

の
授
与
及
び
法
第
五
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
当
該
免
許
状
へ
の

新
教
育
領
域
の
追
加
の

定
め 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
教
育
職
員
の

検
定 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
六
条
第
一
項
及
び

第
四
項
の
規
定
に
よ
る

教
育
職
員
の
検
定 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

法
第
九
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
普
通
免

許
状
又
は
特
別
免
許
状

の
有
効
期
間
の
更
新 

教
育
職
員
の
普

通
免
許
状
又
は

特
別
免
許
状
の

有
効
期
間
更
新

手
数
料 

三
、
〇
〇
〇
円 

 
 

 
 

 

法
第
九
条
の
二
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
普
通
免

許
状
又
は
特
別
免
許
状

の
有
効
期
間
の
延
長 

教
育
職
員
の
普

通
免
許
状
又
は

特
別
免
許
状
の

有
効
期
間
延
長

手
数
料 

一
、
七
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 

教
育
職
員
免
許
法
及
び

教
育
公
務
員
特
例
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第

九
十
八
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
改
正
法 

」
と
い
う
。
）
附
則
第

二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
免
許
状
更
新
講
習

の
修
了
の
確
認 

教
育
職
員
の
免

許
状
更
新
講
習

修
了
確
認
手
数

料 

三
、
〇
〇
〇
円 

 
 

 
 

 

改
正
法
附
則
第
二
条
第

三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
免
許
状
更
新
講
習

の
修
了
後
の
期
間
に
係

る
確
認 

改
正
法
附
則
第

二
条
第
三
項
第

三
号
に
規
定
す

る
者
の
期
間
確

認
手
数
料 

三
、
〇
〇
〇
円 

 
 

 
 

 

改
正
法
附
則
第
二
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
免 

教
育
職
員
の
免

許
状
更
新
講
習 

一
、
七
〇
〇
円 



 
 

 
 

 

許
状
更
新
講
習
の
修
了

確
認
期
限
の
延
期 

修
了
確
認
期
限

延
期
手
数
料 

 

 
 

 
 

 

改
正
法
附
則
第
二
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
免

許
状
更
新
講
習
の
受
講

の
免
除 

教
育
職
員
の
免

許
状
更
新
講
習

受
講
免
除
手
数

料 

三
、
〇
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
設
工

事
に
係

る
資
材

の
再
資

源
化
等

に
関
す

る
法
律

（
平
成

十
二
年

法
律
第

百
四
号
。 

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
設
工

事
に
係

る
資
材

の
再
資

源
化
等

に
関
す

る
法
律

（
平
成

十
二
年

法
律
第

百
四
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

マ
ン
シ

ョ
ン
の

管
理
の

適
正
化

の
推
進

に
関
す

る
法
律

（
平
成

十
二
年

法
律
第

百
四
十

九
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

法
第
五
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
管
理
計

画
の
認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

管
理
計
画
認
定

申
請
手
数
料 

一 

長
期
修
繕
計

画
の
数
が
一
で

あ
る
場
合 

二
九
、 六

〇
〇
円 

（
当
該
計
画
が

法
第
五
条
の
四

各
号
の
基
準
（

同
条
第
四
号
の

う
ち
法
第
三
条

の
二
第
二
項
第

四
号
に
規
定
す

る
都
道
府
県
等

マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
適
正
化
指
針

に
関
す
る
も
の

を
除
く
。
）
に

適
合
す
る
こ
と

に
つ
い
て
法
第

九
十
一
条
に
規

定
す
る
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適
正

化
推
進
セ
ン
タ

ー
の
確
認
（
以

下
「
事
前
確
認

」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、

五
、
二
〇
〇
円

） 

 

 
 

 

 
 

 

二 

長
期
修
繕
計

画
の
数
が
二
以

上
で
あ
る
場
合 

 

二
九
、
六
〇

〇
円
に
、
一
を

超
え
る
長
期
修

繕
計
画
の
数
に

一
七
、
三
〇
〇

円
を
乗
じ
た
額

を
加
え
た
額
（

事
前
確
認
を
受

け
た
場
合
に
あ  

 
 

 



 
 

 

っ
て
は
、
五
、 

二
〇
〇
円
に
、 

一
を
超
え
る
長 

期
修
繕
計
画
の 

数
に
二
、
九
〇 

〇
円
を
乗
じ
た 

額
を
加
え
た
額 

） 

 

 
 

 

 

法
第
五
条
の
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
管
理
計

画
の
更
新
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

管
理
計
画
更
新

認
定
申
請
手
数

料 

一 

長
期
修
繕
計

画
の
数
が
一
で

あ
る
場
合 

二
九
、 六

〇
〇
円 

（
事
前
確
認
を 

受
け
た
場
合
に 

あ
っ
て
は
、
五
、 

二
〇
〇
円
） 

 

 
 

 

 

二 
長
期
修
繕
計

画
の
数
が
二
以

上
で
あ
る
場
合 

 

二
九
、
六
〇

〇
円
に
、
一
を

超
え
る
長
期
修

繕
計
画
の
数
に

一
七
、
三
〇
〇

円
を
乗
じ
た
額

を
加
え
た
額
（

事
前
確
認
を
受

け
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
五
、

二
〇
〇
円
に
、

一
を
超
え
る
長

期
修
繕
計
画
の

数
に
二
、
九
〇

〇
円
を
乗
じ
た

額
を
加
え
た
額

） 

 

 
 

 

 

法
第
五
条
の
七
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
管
理
計

画
の
変
更
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

管
理
計
画
変
更

認
定
申
請
手
数

料 

一 

長
期
修
繕
計

画
の
数
が
一
で

あ
る
場
合 

１

か
ら
６
ま
で
に

掲
げ
る
変
更
事

項
の
区
分
に
応

じ
当
該
区
分
に

定
め
る
額
を
合

算
し
た
額 

１ 

管
理
組
合 

の
運
営
の
基 

準
に
係
る
も 

の 
 
 
 
 

四
、
九
〇
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

円 

２ 

管
理
規
約

の
基
準
に
係

る
も
の 

 

四
、
〇
〇
〇 

 
 

 
 

円 

３ 

管
理
組
合

の
経
理
の
基

準
に
係
る
も

の 
 

 

四
、
七
〇
〇 

 
 

 
 

円 

４ 

長
期
修
繕

計
画
の
作
成

又
は
見
直
し  

 
 

 



 
 

 

の
基
準
に
係 

る
も
の 

九
、
八
〇
〇 

 
 

 

円 

５ 

組
合
員
名

簿
若
し
く
は

居
住
者
名
簿

又
は
都
道
府

県
等
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適

正
化
指
針
の

基
準
に
係
る

も
の 

 

三
、
〇
〇
〇 

 
 

 
 

円 

６ 

１
か
ら
５

ま
で
に
掲
げ

る
も
の
以
外

の
も
の 

 
 

二
、
〇
〇
〇 

 
 

 
 

円 

二 

長
期
修
繕
計

画
の
数
が
二
以

上
で
あ
る
場
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
か
ら
６
ま

で
に
掲
げ
る
変

更
事
項
の
区
分

に
応
じ
当
該
区

分
に
定
め
る
額

を
合
算
し
た
額

１ 

管
理
組
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
運
営
の
基 

準
に
係
る
も 

 
 

の 四
、
九
〇
〇 

円
に
、
一
を 

超
え
る
長
期 

修
繕
計
画
の 

数
に
二
、
七 

〇
〇
円
を
乗 

じ
た
額
を
加 

え
た
額 

２ 

管
理
規
約

の
基
準
に
係

る
も
の 

四
、
〇
〇
〇

円
に
、
一
を

超
え
る
長
期

修
繕
計
画
の

数
に
二
、
七

〇
〇
円
を
乗

じ
た
額
を
加

え
た
額 

３ 

管
理
組
合

の
経
理
の
基

準
に
係
る
も

の 
 
 
 

四
、
七
〇
〇

円
に
、
一
を

超
え
る
長
期

修
繕
計
画
の

数
に
二
、
八

〇
〇
円
を
乗

じ
た
額
を
加

え
た
額 

 

 
 

 



４ 

長
期
修
繕

計
画
の
作
成

又
は
見
直
し

の
基
準
に
係

る
も
の 

九
、
八
〇
〇

円
に
、
一
を

超
え
る
長
期

修
繕
計
画
の

数
に
五
、
一

〇
〇
円
を
乗

じ
た
額
を
加

え
た
額 

５ 

組
合
員
名

簿
若
し
く
は

居
住
者
名
簿

又
は
都
道
府

県
等
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適

正
化
指
針
の

基
準
に
係
る

も
の 

 

三
、
〇
〇
〇

円
に
、
一
を

超
え
る
長
期

修
繕
計
画
の

数
に
一
、
九

〇
〇
円
を
乗

じ
た
額
を
加

え
た
額 

６ 

１
か
ら
５

ま
で
に
掲
げ

る
も
の
以
外

の
も
の 

 

二
、
〇
〇
〇

円
に
、
一
を

超
え
る
長
期

修
繕
計
画
の

数
に
一
、
二

〇
〇
円
を
乗

じ
た
額
を
加 

 
 

 

え
た
額 

 
 

 
 

第
三
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

長
期
優

良
住
宅

の
普
及

の
促
進

に
関
す

る
法
律

（
平
成

二
十
年

法
律
第

八
十
七

号
。
以

下
こ
の

項
に
お 

法
第
五
条
第
一
項
か
ら

第
七
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
又
は
長
期
優

良
住
宅
維
持
保
全
計
画

の
認
定
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
又

は
長
期
優
良
住

宅
維
持
保
全
計

画
認
定
申
請
手

数
料 

一
・
二 

（
略
） 

三 

長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画

又
は
長
期
優
良

住
宅
維
持
保
全

計
画
に
よ
り
増

築
し
、
若
し
く

は
改
築
し
、
又

は
長
期
優
良
住

宅
と
し
て
維
持

保
全
を
行
お
う

と
す
る
住
宅
が

一
戸
建
て
の
住 

長
期
優

良
住
宅

の
普
及

の
促
進

に
関
す

る
法
律

（
平
成

二
十
年

法
律
第

八
十
七

号
。
以

下
こ
の

項
に
お 

法
第
五
条
第
一
項
か
ら

第
五
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
認

定
申
請
手
数
料 

一
・
二 

（
略
） 

三 

長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画

に
よ
り
増
築
し
、

又
は
改
築
し
よ

う
と
す
る
住
宅

が
一
戸
建
て
の

住
宅
の
場
合 

七
二
、 

 
 

 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を
添

付
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
一 



い
て
「 

法
」
と 

い
う
。 

） 

 
 

 

宅
の
場
合 

七
二
、 

 
 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を
添 

付
す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
一
九
、 

〇
〇
〇
円
、
住 

宅
性
能
評
価
書 

を
添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て
は 

一
九
、
〇
〇
〇 

円
） 

四 

長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画

又
は
長
期
優
良

住
宅
維
持
保
全

計
画
に
よ
り
増

築
し
、
若
し
く

は
改
築
し
、
又

は
長
期
優
良
住

宅
と
し
て
維
持

保
全
を
行
お
う

と
す
る
住
宅
が

三
に
掲
げ
る
住

宅
以
外
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、

当
該
住
宅
に
係

る
建
築
物
の
床

面
積
の
合
計
の

１
か
ら
８
ま
で

に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区

分
に
定
め
る
額 

１ 

床
面
積
の

合
計
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の

も
の 

一
六
九
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
三
五
、
〇 

〇
〇
円
、
住 

宅
性
能
評
価 

書
を
添
付
す 

る
場
合
に
あ 

っ
て
は
三
五
、 

〇
〇
〇
円
） 

い
て
「 

法
」
と 

い
う
。 

） 

 
 

九
、
〇
〇
〇
円

） 
         
 四 

長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画

に
よ
り
増
築
し
、

又
は
改
築
し
よ

う
と
す
る
住
宅

が
三
に
掲
げ
る

住
宅
以
外
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
住
宅
に
係

る
建
築
物
の
床

面
積
の
合
計
の

１
か
ら
８
ま
で

に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区

分
に
定
め
る
額 

  
    

１ 

床
面
積
の

合
計
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の

も
の 

一
六
九
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
三
五
、 

〇
〇
〇
円
） 

 
 

 

２ 

床
面
積
の

合
計
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え

一
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も

の 二
七
一
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
五
八
、
〇 

〇
〇
円
、
住 

宅
性
能
評
価 

書
を
添
付
す  

 
 

２ 

床
面
積
の

合
計
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え

一
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も

の 二
七
一
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
五
八
、 

〇
〇
〇
円
） 

  



る
場
合
に
あ 

っ
て
は
五
八
、 

〇
〇
〇
円
） 

３ 

床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
三
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

五
三
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
九
七
、
〇 

〇
〇
円
、
住 

宅
性
能
評
価 

書
を
添
付
す 

る
場
合
に
あ 

っ
て
は
九
七
、 

〇
〇
〇
円
） 

４ 

床
面
積
の

合
計
が
三
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

九
五
八
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
一
五
五
、 

〇
〇
〇
円
、 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
一 

五
五
、
〇
〇 

〇
円
） 

５ 

床
面
積
の

合
計
が
五
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

一
、
六
四
七
、 

 
 
 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
二
三
七
、 

〇
〇
〇
円
、 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
二 

三
七
、
〇
〇 

〇
円
） 

６ 

床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、 

 
  

３ 

床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
三
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

五
三
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
九
七
、 

〇
〇
〇
円
） 

    
 

４ 

床
面
積
の

合
計
が
三
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

九
五
八
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
一
五
五
、 

〇
〇
〇
円
） 

      ５ 

床
面
積
の

合
計
が
五
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

一
、
六
四
七
、 

 
 

 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
二
三
七
、 

〇
〇
〇
円
） 

     
 

６ 

床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、 



 
 

 

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
、
〇
四
八
、 

 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
四
〇
三
、 

〇
〇
〇
円
、 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
四 

〇
三
、
〇
〇 

〇
円
） 

７ 

床
面
積
の

合
計
が
二
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
三
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
、
三
五
五
、 

 
 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
五
一
〇
、 

〇
〇
〇
円
、 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
五 

一
〇
、
〇
〇 

〇
円
） 

８ 

床
面
積
の

合
計
が
三
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

五
、
三
三
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
五
八
〇
、 

〇
〇
〇
円
、 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
五 

八
〇
、
〇
〇 

〇
円
） 

 
 

 

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
を 

超
え
二
〇
、 

〇
〇
〇
平
方 

メ
ー
ト
ル
以 

内
の
も
の 

三
、
〇
四
八
、 

 
 

 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
四
〇
三
、 

〇
〇
〇
円
） 

      ７ 

床
面
積
の

合
計
が
二
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
三
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
、
三
五
五
、 

 
 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
五
一
〇
、 

〇
〇
〇
円
） 

      ８ 

床
面
積
の

合
計
が
三
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

五
、
三
三
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
五
八
〇
、 

〇
〇
〇
円
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画
又
は
長

期
優
良
住
宅
維
持
保
全

計
画
の
変
更
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
又

は
長
期
優
良
住

宅
維
持
保
全
計

画
変
更
認
定
申

請
手
数
料 

一
・
二 

（
略
） 

三 

長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画

又
は
長
期
優
良

住
宅
維
持
保
全

計
画
の
変
更
に

よ
り
増
築
し
、  

法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画
の
変
更

の
認
定
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
変

更
認
定
申
請
手

数
料 

一
・
二 

（
略
） 

三 

長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画

の
変
更
に
よ
り

増
築
し
、
又
は

改
築
し
よ
う
と

す
る
住
宅
が
一 



 
 

 

若
し
く
は
改
築

し
、
又
は
長
期

優
良
住
宅
と
し

て
維
持
保
全
を

行
お
う
と
す
る

住
宅
が
一
戸
建

て
の
住
宅
の
場

合 七
二
、 

 
 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を
添

付
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
一
九
、

〇
〇
〇
円
、
住

宅
性
能
評
価
書

を
添
付
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は

一
九
、
〇
〇
〇

円
） 

四 

長
期
優
良
住 

宅
建
築
等
計
画

又
は
長
期
優
良

住
宅
維
持
保
全

計
画
の
変
更
に

よ
り
増
築
し
、

若
し
く
は
改
築

し
、
又
は
長
期

優
良
住
宅
と
し

て
維
持
保
全
を

行
お
う
と
す
る

住
宅
が
三
に
掲

げ
る
住
宅
以
外

の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
住

宅
に
係
る
建
築

物
の
床
面
積
の

合
計
の
１
か
ら

８
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ

当
該
区
分
に
定

め
る
額 

１ 

床
面
積
の

合
計
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の

も
の 

一
六
九
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
三
五
、
〇 

〇
〇
円
、
住 

宅
性
能
評
価 

書
を
添
付
す 

る
場
合
に
あ 

っ
て
は
三
五
、 

〇
〇
〇
円
） 

２ 

床
面
積
の 

合
計
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え

一
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も

の 二
七
一
、 

 
 

 

戸
建
て
の
住
宅

の
場
合 

七
二
、 

 
 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を
添

付
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
一

九
、
〇
〇
〇
円

） 

          四 

長
期
優
良
住 

宅
建
築
等
計
画

の
変
更
に
よ
り

増
築
し
、
又
は

改
築
し
よ
う
と

す
る
住
宅
が
三

に
掲
げ
る
住
宅

以
外
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当

該
住
宅
に
係
る

建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
の
１

か
ら
８
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に

応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額 

      

１ 

床
面
積
の

合
計
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の

も
の 

一
六
九
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
三
五
、 

〇
〇
〇
円
） 

     

２ 

床
面
積
の 

合
計
が
五
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え

一
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も

の 二
七
一
、 



〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
五
八
、
〇 

〇
〇
円
、
住 

宅
性
能
評
価 

書
を
添
付
す 

る
場
合
に
あ 

っ
て
は
五
八
、 

〇
〇
〇
円
） 

３ 

床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
三
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

五
三
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
九
七
、
〇 

〇
〇
円
、
住 

宅
性
能
評
価 

書
を
添
付
す 

る
場
合
に
あ 

っ
て
は
九
七
、 

〇
〇
〇
円
） 

４ 

床
面
積
の

合
計
が
三
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

九
五
八
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
一
五
五
、 

〇
〇
〇
円
、 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
一 

五
五
、
〇
〇 

〇
円
） 

５ 

床
面
積
の

合
計
が
五
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

一
、
六
四
七
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
二
三
七
、 

〇
〇
〇
円
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
五
八
、 

〇
〇
〇
円
） 

   

  

３ 

床
面
積
の

合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
三
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

五
三
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
九
七
、 

〇
〇
〇
円
） 

   
  

４ 

床
面
積
の

合
計
が
三
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

九
五
八
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
一
五
五
、 

〇
〇
〇
円
） 

      ５ 

床
面
積
の

合
計
が
五
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

一
、
六
四
七
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
二
三
七
、 

〇
〇
〇
円
） 



 
 

 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
あ 

っ
て
は
二
三 

七
、
〇
〇
〇 

円
） 

６ 

床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
、
〇
四
八
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
四
〇
三
、 

〇
〇
〇
円
、 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
四 

〇
三
、
〇
〇 

〇
円
） 

７ 

床
面
積
の

合
計
が
二
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
三
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
、
三
五
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
五
一
〇
、 

〇
〇
〇
円
、 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
五 

一
〇
、
〇
〇 

〇
円
） 

８ 

床
面
積
の

合
計
が
三
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

五
、
三
三
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
五
八
〇
、 

〇
〇
〇
円
、 

住
宅
性
能
評 

価
書
を
添
付 

す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
五 

八
〇
、
〇
〇  

 
 

 
 

     

６ 

床
面
積
の 

合
計
が
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

三
、
〇
四
八
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
四
〇
三
、 

〇
〇
〇
円
） 

      ７ 

床
面
積
の

合
計
が
二
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
三
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

四
、
三
五
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
五
一
〇
、 

〇
〇
〇
円
） 

      ８ 

床
面
積
の

合
計
が
三
〇
、

〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

五
、
三
三
五
、 

〇
〇
〇
円 

（
確
認
書
を 

添
付
す
る
場 

合
に
あ
っ
て 

は
、
五
八
〇
、 

〇
〇
〇
円
） 

 
 

 

〇
円
） 

 
 

 
 



 
（
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 
正 

後 

改 

正 

前 

 
 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

一
―
五 

（
略
） 

（
略
） 

六 

選
定
療
養
の
う
ち
初
診
及
び
再
診
に

係
る
加
算
料 

選
定
療
養
で
あ
つ
て

初
診
及
び
再
診
に
係

る
も
の
の
費
用
と
し

て
、
七
、
七
〇
〇
円

以
内
で
管
理
者
が
定

め
る
額 

七
―
二
十 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

一
―
五 

（
略
） 

（
略
） 

六 

選
定
療
養
の
う
ち
初
診
及
び
再
診
に

係
る
加
算
料 

選
定
療
養
で
あ
つ
て

初
診
及
び
再
診
に
係

る
も
の
の
費
用
と
し

て
、
五
、
五
〇
〇
円

以
内
で
管
理
者
が
定

め
る
額 

七
―
二
十 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
二
条
の
規
定 

令
和
四
年
七
月
一
日 

 

三 

第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定 

令
和
四
年
十
月
一
日 

                 


